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(57)【要約】
【課題】ミルシート電子ファイルの原本保証性を担保し
つつ、ミルシート電子ファイルの閲覧に要する手間を削
減でき、閲覧するまでに要する時間を短縮すること。
【解決手段】ホストコンピュータ２０において鋼板の製
造後の検査に基づいて、原本としてのミルシート電子フ
ァイルを生成し、このファイルに基づいて、同じ情報を
含む閲覧版のミルシート電子ファイルを生成する。閲覧
版のミルシート電子ファイルを、ＵＲＩなどに基づいて
アクセス可能な開示領域に格納することで、ネットワー
ク網１を介して注文者端末３０や需要家端末４０からア
クセス可能な状態とする。ＵＲＩに基づいて、注文者端
末３０や需要家端末４０が閲覧版のミルシート電子ファ
イルにアクセスしてファイルを開くことによって、表示
部３２，４２に閲覧版のミルシート電子ファイルを表示
して、ミルシートの品質情報を閲覧可能とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原本としてのミルシート電子ファイルを生成するミルシート原本生成ステップと、
　前記原本としてのミルシート電子ファイルに記録された情報と等しい情報を含む、表示
および印刷のみ可能な閲覧版のミルシート電子ファイルを生成する閲覧用電子ファイル生
成ステップと、
　前記閲覧版のミルシート電子ファイルを、ネットワーク網に接続された所定の端末から
、前記ネットワーク網を介してアクセス可能な記録媒体に格納する電子ファイル開示ステ
ップと、
　を含むことを特徴とするミルシート閲覧方法。
【請求項２】
　前記所定の端末の表示部に前記閲覧版のミルシート電子ファイルを表示する表示ステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のミルシート閲覧方法。
【請求項３】
　原本としてのミルシート電子ファイルを生成するミルシート原本生成手段と、
　前記原本としてのミルシート電子ファイルに記録された情報と等しい情報を含む、表示
および印刷のみ可能な閲覧版のミルシート電子ファイルを生成する閲覧用電子ファイル生
成手段と、
　ネットワーク網に接続された少なくとも一つの端末と、
　前記閲覧版のミルシート電子ファイルを、前記ネットワーク網に接続された端末から前
記ネットワーク網を介してアクセス可能な記録媒体に格納する電子ファイル開示手段と、
　を備えることを特徴とするミルシート閲覧システム。
【請求項４】
　前記端末が、前記閲覧版のミルシート電子ファイルを表示可能な表示部を備えることを
特徴とする請求項３に記載のミルシート閲覧システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄鋼製品のミルシートの電子ファイルを閲覧する際のミルシート閲覧方法お
よびミルシート閲覧システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄鋼製品における材質を証明するための添付書類として、鉄鋼メーカが鉄鋼製品を納入
する際に注文者に提示する証明書のことを、ミルシートと称する。このミルシート（鋼材
検査証明書）は、その電子ファイルが原本とされる。
【０００３】
　このような電子ファイル化されたミルシートの原本は、その保証性が厳格に担保される
必要がある。そのため、ミルシートの電子ファイル（以下、ミルシート電子ファイル）を
、保存されているデータベースからネットワーク網などを介してダウンロードすることが
できるのは、一定の権限を有する権限者に限定されている。具体的には、ミルシート電子
ファイルをダウンロードすることができるのは、メーカと需要家とを仲介する商社などの
注文者である。さらに、ミルシート電子ファイルをダウンロードすることが許可される注
文者は１社に限定されていた。
【０００４】
　図５は、従来技術によるミルシートの閲覧方法の概略流れを示す模式図である。図５に
示すように、従来技術においては、ミルシートまたはミルシートの複写物の受け渡しは、
受注者であるメーカ１００と、商社などの注文者２００と、顧客などの需要家３００と、
最終ユーザ４００との間で行われる。なお、メーカ１００、注文者２００、および需要家
３００のそれぞれには、適所に、ネットワーク網を介して相互に通信可能なコンピュータ
やサーバが配備されている。
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【０００５】
　このミルシートの受け渡しにおいては、まず、ミルシートの原本であるミルシート電子
ファイルがメーカ１００のコンピュータやサーバにより開示される（Ｓ１０１：開示）。
ミルシート電子ファイルのダウンロードが許されている注文者２００のコンピュータによ
り、開示されたミルシートの電子データが、ネットワーク網を介してダウンロードされる
（Ｓ１０２：取込）。取り込まれたミルシート電子ファイルは、注文者２００のコンピュ
ータの情報記録部に格納される（Ｓ１０３：保管）。そして、情報記録部に格納されたミ
ルシート電子ファイルは、必要に応じてネットワーク網を介して需要家３００に送信され
たり、記録媒体などに保存されて需要家３００に発送されたりする（Ｓ１０４：発送）。
【０００６】
　需要家３００の品質保証部門においては、需要家３００のコンピュータによって注文者
２００から送信された複写ファイルとしてのミルシート電子ファイルを受信したり、紙媒
体に印刷されたミルシートを受領したりする（Ｓ１０５：受領）。その後、需要家３００
において、受領したミルシート電子ファイルは、需要家３００のコンピュータの情報記録
部に格納され保管される（Ｓ１０６：保管）。
【０００７】
　また、必要に応じて、需要家３００から最終ユーザ４００にミルシートを提示する必要
がある場合、メーカ１００のコンピュータにより複写ファイルとしてのミルシート電子フ
ァイルが読み出され、注文者２００を介して需要家３００が記録媒体を入手し、紙媒体に
印刷されたミルシートや電子記録媒体のミルシートのファイルなどを最終ユーザ４００に
提出する（Ｓ１０７：提出）。最終ユーザ４００は紙媒体や電子記録媒体のミルシートを
受領する（Ｓ１０８：受領）。
【０００８】
　一方、需要家３００において、ミルシート電子ファイルを閲覧する必要が生じた際には
、需要家３００のコンピュータにより、メーカ１００のコンピュータの情報記録部から複
写ファイルとしてのミルシート電子ファイルが読み出され、閲覧される（Ｓ１０９：閲覧
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－３４５８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述したように、メーカ１００、注文者２００、および需要家３００などの流通上の関
係者間において、ミルシート電子ファイルの受け渡しや閲覧には様々な手順を経る必要が
ある。そのため、需要家３００が鉄鋼材を用いた製品の製造などのためにミルシートを閲
覧する必要がある場合、その閲覧に手間や時間を要すると言う問題があった。一方、上述
したように、ミルシートの原本であるミルシート電子ファイルの原本保証性を厳格に確保
する必要もある。
【００１１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、その目的は、ミルシート電子ファイル
の原本保証性を担保しつつ、ミルシート電子ファイルの閲覧に要する手間を削減でき、閲
覧するまでに要する時間を短縮することが可能なミルシート閲覧方法およびミルシート閲
覧システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した課題を解決し、上記目的を達成するために、本発明に係るミルシート閲覧方法
は、原本としてのミルシート電子ファイルを生成するミルシート原本生成ステップと、原
本としてのミルシート電子ファイルに記録された情報と等しい情報を含む、表示および印
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刷のみ可能な閲覧版のミルシート電子ファイルを生成する閲覧用電子ファイル生成ステッ
プと、閲覧版のミルシート電子ファイルを、ネットワーク網に接続された所定の端末から
、ネットワーク網を介してアクセス可能な記録媒体に格納する電子ファイル開示ステップ
と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係るミルシート閲覧方法は、上記の発明において、所定の端末の表示部に閲覧
版のミルシート電子ファイルを表示する表示ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係るミルシート閲覧システムは、原本としてのミルシート電子ファイルを生成
するミルシート原本生成手段と、原本としてのミルシート電子ファイルに記録された情報
と等しい情報を含む、表示および印刷のみ可能な閲覧版のミルシート電子ファイルを生成
する閲覧用電子ファイル生成手段と、ネットワーク網に接続された少なくとも一つの端末
と、閲覧版のミルシート電子ファイルを、ネットワーク網に接続された端末からネットワ
ーク網を介してアクセス可能な記録媒体に格納する電子ファイル開示手段と、を備えるこ
とを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係るミルシート閲覧システムは、上記の発明において、端末が、閲覧版のミル
シート電子ファイルを表示可能な表示部を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るミルシート閲覧方法およびミルシート閲覧システムによれば、ミルシート
電子ファイルの原本保証性を担保しつつ、ミルシート電子ファイルの閲覧に要する手間を
削減でき、閲覧するまでに要する時間を短縮することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の一実施形態によるミルシート閲覧システムの全体のシステム構
成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態によるミルシート閲覧方法の処理流れを示す模式図
である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態によるミルシート閲覧システムにおける電子ファイ
ルの種類を示す模式図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態によるミルシート閲覧方法を示すフローチャートで
ある。
【図５】図５は、従来技術によるミルシート閲覧方法の概略流れを示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、以下の一実施形
態の全図においては、同一または対応する部分には同一の符号を付す。また、本発明は以
下に説明する一実施形態によって限定されるものではない。
【００１９】
　まず、本発明の一実施形態によるミルシート閲覧システムについて説明する。図１に、
この一実施形態によるミルシート閲覧システムの全体構成を示す。
【００２０】
　図１に示すように、この一実施形態によるミルシート閲覧システムにおいては、例えば
イントラネットやインターネットなどのネットワーク網１に、例えば鉄鋼材などを製造す
るメーカ２におけるホストコンピュータ２０と、商社などの注文者３側の注文者端末３０
と、需要家４側の需要家端末４０とが、相互に通信可能に接続されている。
【００２１】
　メーカ２のホストコンピュータ２０には、ミルシート電子ファイルを格納可能な情報記
録部２１が設けられている。この情報記録部２１にはミルシート電子ファイルがデータベ
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ース（ミルシートデータベース）として格納されている。注文者端末３０には、情報デー
タを格納するための情報記録部３１が設けられているとともに、ミルシート電子ファイル
を閲覧するための表示部３２が設けられている。また、需要家端末４０にも、情報データ
を格納するための情報記録部４１が設けられているとともに、ミルシート電子ファイルを
閲覧するための表示部４２が設けられている。
【００２２】
　このように構成されたミルシート閲覧システムにおいては、注文者端末３０や需要家端
末４０から例えばＵＲＩなどを指定してホストコンピュータ２０にアクセスすることによ
って、ホストコンピュータ２０の情報記録部２１に格納されている情報データを、それぞ
れの情報記録部３１，４１に格納したり、それぞれの表示部３２，４２に表示させたりす
ることができる。
【００２３】
　次に、上述したミルシート閲覧システムにおいて実行される、本発明の一実施形態によ
るミルシート閲覧方法について説明する。図２は、この一実施形態によるミルシート閲覧
方法を説明するための処理流れの模式図であり、図３は、この一実施形態によるミルシー
ト電子ファイルの種類を示す構成図である。
【００２４】
　図２に示すように、この一実施形態においては、まず、需要家４が商社などの注文者３
に対して鉄鋼製品の発注を行う（Ｓ１：発注）。需要家４から注文者３への製品の発注に
は、例えば、需要家の担当者が需要家端末４０を用いて注文者３の例えば営業部門などに
配備された情報処理端末（図示せず）に発注内容の情報データを送信することによって行
われる。
【００２５】
　需要家４から製品の発注を受けた注文者３は、需要家４から通知された発注内容に基づ
いてメーカ２に製品の発注を行う（Ｓ２：発注）。メーカ２への発注は、例えば、注文者
３の担当者が注文者端末３０を用いてメーカ２の例えば営業部門などに配備された情報処
理端末に発注内容の情報データを送信することによって行われる。
【００２６】
　注文者３からの発注はメーカ２により受注される（Ｓ３：受注）。その後、メーカ２に
おいては、受注の際に注文者３から送信された発注内容の情報データに基づいて、鉄鋼製
品が製造される（Ｓ４：製造）。そして、メーカ２において、製造された鉄鋼製品の検査
が行われる（Ｓ５：検査）。この検査によって、鉄鋼製品の機械的性質、化学成分に関連
する製造実績値が計測される。なお、この鉄鋼製品の検査により得られた検査結果の情報
データは，例えば、発注した商社などの注文者名、需要家名、証明書番号、工事番号、お
よび注文番号などの一般事項が、製造実績値を示す、寸法（板厚などを含む）、員数、質
量、化学成分、および引張試験値などに関連づけされて、図１に示すメーカ２のホストコ
ンピュータ２０における情報記録部２１に記録される。
【００２７】
　次に、図２に示すように，メーカ２のホストコンピュータ２０において、上述した検査
結果の情報データと、これに関連づけされた情報データとに基づいて、ミルシート電子フ
ァイルが作成される（Ｓ６：作成）。このミルシート電子ファイルは、ホストコンピュー
タ２０の情報記録部２１に格納される（Ｓ７：保存）。なお、原本としてのミルシート電
子ファイルが情報記録部２１に格納される保存期間は、例えば１０年間であるが、この保
存期間は必要に応じて変更することが可能である。
【００２８】
　ミルシート電子ファイルが生成されて、図１に示す情報記録部２１に格納されると、ホ
ストコンピュータ２０により、各種のミルシート電子ファイルが例えばＰＤＦファイルと
して出力される（Ｓ８：出力）。具体的には、原本としてのミルシート電子ファイルは、
ホストコンピュータ２０における種々のファイル操作が可能な状態で、ホストコンピュー
タ２０の情報記録部２１に格納される。一方、改変ができないように設定されたダウンロ
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ード版のミルシート電子ファイルと閲覧版のミルシート電子ファイルとが、ホストコンピ
ュータ２０により生成される。これらのミルシート電子ファイルは、メーカ２から鉄鋼製
品を出荷した後の例えば１日経過後に、ホストコンピュータ２０の情報記録部２１の開示
領域に格納される。この情報記録部２１の開示領域は、具体的には外部の端末からＵＲＩ
（Uniform Resource Identifier）などによってアクセス可能な領域であり、ファイルが
開示領域に格納されることによって、ネットワーク網１を介して注文者３や需要家４に対
して開示される（Ｓ９：開示）。すなわち、ダウンロード版や閲覧版のミルシート電子フ
ァイルは、注文者端末３０や需要家端末４０が、ＵＲＩに基づいてホストコンピュータ２
０にアクセスした際にアクセス可能な開示領域に格納される。なお、これらのダウンロー
ド版や閲覧版のミルシート電子ファイルがホストコンピュータ２０の情報記録部２１に格
納される保存期間は、例えば５年間であるが、この保存期間は必要に応じて変更すること
が可能である。
【００２９】
　図３（ａ）は、上述したホストコンピュータ２０において生成された原本としてのミル
シート電子ファイルである。図３（ａ）に示すように，ホストコンピュータ２０において
生成された原本としてのミルシート電子ファイルに対しては、ホストコンピュータ２０に
よって、保存処理、転送処理、抹消処理、および閲覧処理などの種々のファイル操作を行
うことが可能である。また、この原本としてのミルシート電子ファイルは、例えば管理部
門である品質保証部門（品保室）のみが操作可能に設定してもよい。そして、ミルシート
電子ファイルの原本保証性を担保して改ざんリスクを低減するために、ミルシート電子フ
ァイルには、電子的な徴証である電子署名および情報データに付加される検索用データな
どの各種データからなるメタデータが含まれている。なお、この一実施形態においては、
ミルシート電子ファイルの情報データ自体が原本となることから、ホストコンピュータ２
０において紙媒体などに印刷されたものは、原本ではなくコピー扱いとされる。また、こ
の原本としてのミルシート電子ファイルは、後述する注文者３や需要家４に開示される流
通用のミルシート電子ファイルとの同一性を目視などで確認するためのものである。
【００３０】
　また、図２に示すように、ホストコンピュータ２０においてダウンロード版や閲覧版の
ミルシート電子ファイルの開示が行われる（Ｓ９：開示）と、注文者端末３０において、
ダウンロード版のミルシート電子ファイルの取り込み（ダウンロード）が可能となる。注
文者端末３０において、ダウンロード版のミルシート電子ファイルがダウンロードされる
（Ｓ１０：取込）と、このミルシート電子ファイルは注文者端末３０の情報記録部３１に
格納される（Ｓ１１：保管）。ここで、ミルシート電子ファイルの原本保証性を担保する
ために、ダウンロードが許可される商社などの注文者３は検査証明書送付先として注文時
に指定された例えば１社程度に限定される。
【００３１】
　図３（ｂ）は、このダウンロード版のミルシート電子ファイルを示す。図３（ｂ）に示
すように、注文者端末３０においては、ダウンロード版のミルシート電子ファイルの保存
および閲覧が可能である。また、ダウンロード版のミルシート電子ファイルにおける原本
との同一性を担保するために、ダウンロード版ミルシート電子ファイルには、例えば有効
期間が４～５年程度の電子署名と、検索用データなどの各種メタデータとが含まれている
。なお、この一実施形態において、ダウンロード版のミルシート電子ファイルが注文者端
末３０によって紙媒体などに印刷された場合、その紙媒体の印刷物はコピー扱いとなる。
【００３２】
　そして、図２に示すように、注文者３から需要家４に対してミルシートを発送する必要
がある場合、ダウンロード版のミルシート電子ファイルの複写ファイルを需要家４の需要
家端末４０に送信する（Ｓ１２：発送）。需要家４が注文者３から発送されたダウンロー
ド版のミルシート電子ファイルを受信する（Ｓ１３：受領）と、需要家４において、需要
家端末４０の情報記録部４１にミルシート電子ファイルが検索可能な状態で格納される（
Ｓ１４：保管）。そして、必要に応じて、最終ユーザ（図２中図示せず）などに、ミルシ
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ート電子ファイルの印刷物を提出する（Ｓ１５：提出）。
【００３３】
　一方、メーカ２のホストコンピュータ２０においてダウンロード版のミルシート電子フ
ァイルが開示される（Ｓ９：開示）と、必要に応じて、注文時に指定された注文者３を介
することなく、需要家端末４０において、ダウンロード版のミルシート電子ファイルをダ
ウンロード可能とする場合も想定される。この場合、需要家端末４０に、ダウンロード版
のミルシート電子ファイルがダウンロードされる（Ｓ２０：取込）と、このミルシート電
子ファイルは情報記録部４１に格納され（Ｓ１４：保管）、必要に応じて需要家端末４０
により紙媒体に印刷されて最終ユーザに提出される（Ｓ１５：提出）。ここで、上述した
注文者３に対する場合と同様に、ミルシート電子ファイルの原本保証性を担保するために
、ダウンロードが許可される需要家４は、検査証明書送付先として注文時に指定された例
えば１社程度に限定される。
【００３４】
　図３（ｃ）は、ホストコンピュータ２０により生成された閲覧版のミルシート電子ファ
イルである。図３（ｃ）に示すように、閲覧版のミルシート電子ファイルは、メーカ２の
品質管理部門以外に設置された端末によって、抹消処理、改変処理、および取込処理がで
きないように構成された例えばＰＤＦファイルからなるミルシート電子ファイルである。
この閲覧版のミルシート電子ファイルは、電子署名やメタデータを含まず、さらに原本の
ミルシート電子ファイルにおける品質情報と同一の品質情報が表示されるように構成され
ている。ここで、閲覧版のミルシート電子ファイルは、原本としてのミルシート電子ファ
イルと区別するために異なる表示形式としてもよいし、同一の表示形式であってもよい。
【００３５】
　また、この閲覧版のミルシート電子ファイルは、ホストコンピュータ２０の情報記録部
２１に格納されている場合にのみ、注文者端末３０の表示部３２や需要家端末４０の表示
部４２に表示可能に制限されている。すなわち、図２に示すように、ホストコンピュータ
２０の情報記録部２１にミルシート電子ファイルがある場合に、このミルシート電子ファ
イルに注文者端末３０や需要家端末４０がアクセスすることによって、それぞれの表示部
３２，４２に表示される（Ｓ３１，Ｓ３２：閲覧）。この閲覧版のミルシート電子ファイ
ルは、注文者端末３０や需要家端末４０がネットワーク網１を通じてファイルにアクセス
している状態、いわゆるオンライン状態の場合にのみ表示可能に構成されている。そのた
め、この一実施形態においては、閲覧版のミルシート電子ファイルは、各端末３０，４０
において、表示部３２，４２に表示して閲覧したり単なる品質情報を印刷したりすること
のみが可能であり、各端末３０，４０によってダウンロードもできないように構成されて
いる。
【００３６】
　以上のように、ホストコンピュータ２０の情報記録部２１に格納された閲覧版のミルシ
ート電子ファイルについては、注文者３の注文者端末３０や需要家４の需要家端末４０か
らアクセスすることによって、閲覧可能に構成されている。図４は、この閲覧に関する処
理を示すフローチャートである。
【００３７】
　図４に示すように、この一実施形態においては、まず、ホストコンピュータ２０におい
て鋼板の製造後の検査に基づいて、原本としてのミルシート電子ファイルが生成される（
ステップＳＴ１）。
【００３８】
　次に、ステップＳＴ２に移行すると，ホストコンピュータ２０において、ダウンロード
版のミルシート電子ファイルが生成されるとともに閲覧版のミルシート電子ファイルが生
成される。
【００３９】
　ステップＳＴ３に移行すると，生成された閲覧版のミルシート電子ファイルは、ホスト
コンピュータ２０の情報記録部２１におけるＵＲＩなどに基づいてアクセス可能な開示領
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域に格納される。これによって、閲覧版のミルシート電子ファイルは、注文者端末３０や
需要家端末４０からネットワーク網１を介してアクセス可能な状態となり、開示される。
【００４０】
　ステップＳＴ４に移行すると、注文者端末３０や需要家端末４０が、ＵＲＩに基づいて
ネットワーク網１を介して閲覧版のミルシート電子ファイルにアクセスすることにより、
この閲覧版のミルシート電子ファイルを開くと、それぞれの表示部３２，４２に閲覧版の
ミルシート電子ファイルが表示される。
【００４１】
　以上のようにして、この一実施形態においては、メーカ２のホストコンピュータ２０に
おいて生成された原本としてのミルシート電子ファイルに記録された品質情報と同一の品
質情報が記録された閲覧版のミルシート電子ファイルを生成し、注文者３や需要家４に対
して閲覧可能にしたり印刷可能にしたりする。
【００４２】
　以上説明した本発明の一実施形態によれば、ホストコンピュータ２０において、取り出
し（保存）や転送ができない閲覧および印刷のみ可能な閲覧版のミルシート電子ファイル
を生成して、原本としてのミルシート電子ファイルと記載内容が等しい品質情報を注文者
端末３０や需要家端末４０において表示させ、注文者３や需要家４に閲覧可能にしている
ことにより、ミルシート電子ファイルの原本保証性を担保しつつ、ミルシートを参照する
必要がある流通上の関係者がミルシート電子ファイルの内容を各自の端末において直接か
つ即時に閲覧することができるので、従来のミルシート電子ファイルの保管や伝達の手間
を削減することができ、ミルシート電子ファイルの閲覧に要する手間を削減できるととも
に要する時間を短縮することができる。
【００４３】
　以上、本発明の一実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の一実施形
態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
例えば、上述の一実施形態において挙げた数値はあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこ
れと異なる数値を用いてもよい。
【００４４】
　例えば、上述の一実施形態においては、ミルシート電子ファイルのファイル形式として
、ＰＤＦファイルを選択したが、必ずしもＰＤＦファイルに限定されるものではなく、Ｈ
ＴＭＬファイルやその他のファイル形式を採用することが可能である。
【００４５】
　また、上述の一実施形態において、ホストコンピュータ２０としては、サーバ、ワーク
ステーション、パーソナルコンピュータなどの情報処理装置を採用することができ、注文
者端末３０、および需要家端末４０としては、パーソナルコンピュータ、ワークステーシ
ョン、タブレット端末、携帯端末、スマートフォンなどの種々の情報処理端末を採用する
ことができる。また、上述のダウンロード版のミルシート電子ファイルをダウンロードす
ることが許可される注文者３または需要家４を１社に限定しているが、必要に応じて２社
以上に対して許可することも可能であり、これらの条件は任意に変更することができる。
同様に、ダウンロードが許可される注文者端末３０や需要家端末４０についても、必要に
応じて２台以上とすることが可能である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　ネットワーク網
　２　メーカ
　３　注文者
　４　需要家
　２０　ホストコンピュータ
　２１，３１，４１　情報記録部
　３０　注文者端末
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　３２，４２　表示部
　４０　需要家端末

【図１】 【図２】
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